
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

廃

棄

物

処

理

計

画

実

施

状

況

の

公

表

○

大

規

模

小

売

店

舗

に

関

す

る

市

町

村

等

の

意

見

経

営

支

援

課

担

当

課

（

室

）

の

縦

覧

目

次

○

耕

地

課

県

営

土

地

改

良

事

業

計

画

の

縦

覧

○

〃

〃

【

告

示

】

○

岡

山

県

補

助

金

等

交

付

規

則

の

規

定

に

よ

る

補

住

宅

課

○

〃

〃

助

金

等

の

名

称

等

の

制

定

の

一

部

改

正

○

〃

〃

（

県

例

規

集

登

載

）

○

土

地

改

良

事

業

換

地

計

画

の

縦

覧

（

市

町

村

）

〃

○

特

定

施

設

の

設

置

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

基

本

測

量

の

終

了

監

理

課

○

〃

〃

○

土

地

区

画

整

理

組

合

の

事

業

計

画

の

変

更

の

認

都

市

計

画

課

○

平

成

二

十

一

年

度

地

方

臨

時

種

畜

検

査

の

実

施

畜

産

課

可

○

ふ

化

業

者

の

登

録

〃

○

落

札

者

等

の

決

定

警

察

本

部

会

計

課

【

正

誤

】

○

地

域

森

林

計

画

の

変

更

林

政

課

○

土

地

収

用

法

に

基

づ

く

事

業

の

認

定

用

地

課

○

平

成

二

十

年

度

分

の

監

査

の

結

果

の

公

表

の

正

監

査

事

務

局

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

誤

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

急

傾

斜

地

崩

壊

危

険

区

域

の

指

定

砂

防

課

○

土

砂

災

害

警

戒

区

域

の

指

定

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

【

公

告

】

○

国

土

調

査

の

成

果

の

認

証

地

域

振

興

課

○

多

量

排

出

事

業

者

の

産

業

廃

棄

物

処

理

計

画

及

循

環

型

社

会

推

進

課

び

特

別

管

理

産

業

廃

棄

物

処

理

計

画

並

び

に

産

業

廃

棄

物

処

理

計

画

実

施

状

況

及

び

特

別

管

理

産

業

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
十
三
号

昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
三
号
（
岡
山
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

等
の
名
称
等
の
制
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す

る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

表
土
木
部
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

平
成
二
十
一
年

被
災
者
の
生
活

美
作
市

被
災
住
宅
の
再
建
の

利
子
補
給
（
年
一
・

美
作
市
の
突
風

の
安
定
及
び
被

た
め
の
資
金
の
融
資

九
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

被
害
に
係
る
岡

災
住
宅
の
速
や

を
受
け
た
被
災
者
に

で
当
該
融
資
の
年
利

山
県
災
害
復
興

か
な
復
興

対
し
美
作
市
が
行
う

を
限
度
と
す
る
。
）

住
宅
建
設
資
金

利
子
補
給
に
要
す
る

に
要
す
る
費
用
の
二

等
利
子
補
給
補

費
用

分
の
一

助
金

平
成
二
十
一
年

被
災
者
の
生
活

美
作
市

被
災
住
宅
の
再
建
の

利
子
補
給
（
年
二
・

台
風
第
九
号
に

の
安
定
及
び
被

た
め
の
資
金
の
融
資

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

よ
る
被
害
に
係

災
住
宅
の
速
や

を
受
け
た
被
災
者
に

で
当
該
融
資
の
年
利

る
岡
山
県
災
害

か
な
復
興

対
し
美
作
市
が
行
う

を
限
度
と
す
る
。
）

復
興
住
宅
建
設

利
子
補
給
に
要
す
る

に
要
す
る
費
用
の
二

資
金
等
利
子
補

費
用

分
の
一

給
補
助
金

平成２２年２月２日　岡山県公報　第１１１４５号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
十
四
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

１
申

請
の

概
要

申
請

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

並
び

に
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

(
1
)名

称
備

前
化

成
株

式
会

社

3
6
3

住
所

赤
磐

市
徳

富

氏
名

代
表

取
締

役
清

水
芳

雄

工
場

又
は

事
業

場
の

名
称

及
び

所
在

地
(
2
)名

称
備

前
化

成
株

式
会

社

3
6
3

所
在

地
赤

磐
市

徳
富
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(
3
)

特
定

施
設

に
関

す
る

事
項

区
分

新
設

変
更

前
変

更
後

変
更

前
変

更
後

1
2
－

ロ
洗

浄
施

設
1
2
－

ロ
洗

浄
施

設
（

反
応

釜
３

）
1
2
－

ロ
洗

浄
施

設
（

反
応

釜
４

)
種

類
（

反
応

釜
５

)

能
力

1
.
5
㎥

/
日

0
.
5
㎥

/
日

0
.
3
㎥

/
日

1
.
5
㎥

/
日

0
.
7
㎥

/
日

工
事

着
手

予
定

年
月

日
許

可
後

直
ち

に
許

可
後

直
ち

に
許

可
後

直
ち

に

工
事

完
成

予
定

年
月

日
工

事
着

手
後

3
0
日

工
事

着
手

後
直

ち
に

工
事

着
手

後
直

ち
に

使
用

開
始

予
定

年
月

日
完

成
後

直
ち

に
完

成
後

直
ち

に
完

成
後

直
ち

に

使
用

時
間

間
隔

及
び

１
日

当
た

り
の

使
用

時
間

並
び

に
そ

の
使

用
に

季
節

的
変

動
が

あ
る

連
続

2
4
時

間
断

続
８

時
間

連
続

2
4
時

間
断

続
８

時
間

連
続

2
4
時

間
場

合
は

そ
の

概
要

使
用

時
に

お
い

て
区

分
通

常
最

大
通

常
最

大
通

常
最

大
通

常
最

大
通

常
最

大
当

該
特

定
施

設
か

ら
排

出
さ

れ
る

汚
水

量
（

㎥
／

日
)

1
1

1
2
.
2

0
.
5

0
.
5

1
.
0

1
.
0

1
.
5

1
.
5

2
.
0

2
.
5

の
通

常
の

値
及

び
最

大
の

値
並

び
に

ｐ
Ｈ

1
.
0

1
.
0

1
.
0

1
.
0

1
.
0

1
.
0

当
該

汚
水

等
の

通
常

の
量

及
び

最
大

Ｂ
Ｏ

Ｄ
（

m
g
／

）
6
,
0
0
0

9
,
0
0
0

7
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

7
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

�
の

量
Ｃ

Ｏ
Ｄ

（
m
g
／

）
5
,
0
0
0

7
,
0
0
0

5
,
5
0
0

8
,
0
0
0

5
,
5
0
0

8
,
0
0
0

�

Ｓ
Ｓ

（
m
g
／

）
8
0

1
1
0

8
0

1
1
0

8
0

1
1
0

�
同

左
同

左
油

分
（

m
g
／

）
6
0

9
0

6
0

9
0

6
0

9
0

�

Ｔ
－

Ｎ
（

m
g
／

）
1

3
1

3
1

3
�

Ｔ
－

Ｐ
（

m
g
／

）
3

5
3

5
3

5
�

大
腸

菌
群

数
個

／
c
㎥

無
数

無
数

無
数

無
数

無
数

無
数

（
）

備
考

種
類

は
，

水
質

汚
濁

防
止

法
施

行
令

（
昭

和
4
6
年

政
令

第
1
8
8
号

）
別

表
第

１
の

号
番

号
及

び
名

称
と

す
る

｡
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区
分

廃
止

廃
止

廃
止

廃
止

廃
止

1
2
－

ロ
洗

浄
施

設
1
2
－

ロ
洗

浄
施

設
1
2
－

ロ
洗

浄
施

設
1
2
－

ニ
分

離
施

設
1
2
－

ニ
分

離
施

設
種

類
（

湯
洗

い
釜

)
（

反
応

釜
１

）
（

反
応

釜
２

）
（

イ
オ

ン
交

換
塔

１
）

（
イ

オ
ン

交
換

塔
２

）

能
力

２
㎥

/
日

×
2
基

２
㎥

/
日

1
.
5
㎥

/
日

0
.
5
㎥

/
日

1
.
4
㎥

/
日

工
事

着
手

予
定

年
月

日
許

可
後

直
ち

に
許

可
後

直
ち

に
許

可
後

直
ち

に
許

可
後

直
ち

に
許

可
後

直
ち

に

工
事

完
成

予
定

年
月

日
工

事
着

手
後

直
ち

に
工

事
着

手
後

直
ち

に
工

事
着

手
後

直
ち

に
工

事
着

手
後

直
ち

に
工

事
着

手
後

直
ち

に

使
用

開
始

予
定

年
月

日
－

－
－

－
－

使
用

時
間

間
隔

及
び

１
日

当
た

り
の

使
用

時
間

並
び

に
そ

の
使

用
に

季
節

的
変

動
が

あ
る

断
続

８
時

間
断

続
８

時
間

断
続

８
時

間
断

続
８

時
間

断
続

８
時

間
場

合
は

そ
の

概
要

使
用

時
に

お
い

て
区

分
通

常
最

大
通

常
最

大
通

常
最

大
通

常
最

大
通

常
最

大
当

該
特

定
施

設
か

ら
排

出
さ

れ
る

汚
水

量
（

㎥
／

日
)

6
.
0

7
.
2

2
.
0

2
.
0

2
.
0

2
.
0

2
.
0

2
.
0

2
.
0

2
.
0

の
通

常
の

値
及

び
最

大
の

値
並

び
に

ｐ
Ｈ

1
.
0

1
.
0

1
.
0

1
.
0

1
.
0

1
.
0

6
.
0

6
.
0

6
.
0

6
.
0

当
該

汚
水

等
の

通
常

の
量

及
び

最
大

Ｂ
Ｏ

Ｄ
（

m
g
／

）
4
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

9
,
0
0
0

5
,
0
0
0

8
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
,
5
0
0

2
,
0
0
0

2
,
5
0
0

�
の

量
Ｃ

Ｏ
Ｄ

（
m
g
／

）
3
,
5
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

7
,
0
0
0

4
,
5
0
0

6
,
5
0
0

1
,
3
5
5

1
,
7
9
4

1
,
3
5
5

1
,
7
9
4

�

Ｓ
Ｓ

（
m
g
／

）
8
0

1
1
0

1
0

1
5

8
0

1
1
0

1
0

1
5

1
0

1
5

�

油
分

（
m
g
／

）
6
0

9
0

0
0

6
0

9
0

0
0

0
0

�

Ｔ
－

Ｎ
（

m
g
／

）
1

3
0

0
1

3
0

0
0

0
�

Ｔ
－

Ｐ
（

m
g
／

）
3

5
0

0
3

5
0

0
0

0
�

大
腸

菌
群

数
個

／
c
㎥

無
数

無
数

無
数

無
数

無
数

無
数

無
数

無
数

無
数

無
数

（
）
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(
4
)

汚
水

等
の

処
理

施
設

に
関

す
る

事
項

区
分

変
更

前
変

更
後

種
類

排
水

処
理

施
設

型
式

膜
分

離
活

性
汚

泥
法

式

構
造

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
半

地
下

式

主
要

寸
法

W
1
0
.
4
5
×

L
3
1
.
0
×

H
6
.
4
5
（

m
）

同
左

能
力

4
9
㎥

／
日

処
理

の
方

法
中

和
＋

凝
集

沈
殿

工
事

着
手

年
月

日
－

－

工
事

完
成

年
月

日
－

－

使
用

開
始

年
月

日
－

許
可

後
直

ち
に

使
用

時
間

間
隔

及
び

１
日

当
た

り
の

使
用

時
間

並
び

に
そ

の
使

用
に

季
節

変
動

が
あ

る
場

合
は

2
4
時

間
同

左
そ

の
概

要

特
定

施
設

の
使

用
処

理
前

処
理

後
処

理
前

処
理

後
時

に
お

け
る

当
該

区
分

汚
水

等
の

処
理

施
通

常
最

大
通

常
最

大
通

常
最

大
通

常
最

大
設

に
よ

る
処

理
前

及
び

処
理

後
の

汚
水

量
（

㎥
／

日
)

3
1
.
5
2

3
9
.
4
2

3
5
.
7
3

4
4
.
6
8

3
2
.
2
3

4
1
.
6
8

3
2
.
2
3

4
1
.
6
8

水
等

の
汚

染
状

態

同
左

の
通

常
の

値
及

び
ｐ

Ｈ
1
.
5
～

1
3

1
.
5
～

1
3

6
～

8
6
～

8
最

大
の

値
並

び
に

当
該

汚
水

等
の

通
Ｂ

Ｏ
Ｄ

（
m
g
／

）
7
,
2
0
0

9
,
0
0
0

3
0

4
0

�
常

の
量

及
び

最
大

の
量

Ｃ
Ｏ

Ｄ
（

m
g
／

）
6
,
0
0
0

7
,
5
0
0

2
5

3
0

4
,
9
0
0

6
,
3
0
0

2
5

3
0

�

同
左

Ｓ
Ｓ

（
m
g
／

）
8
0

1
0
0

2
5

3
0

�

油
分

（
m
g
／

）
6
0

8
0

Ｎ
Ｄ

1
�

Ｔ
－

Ｎ
（

m
g
／

）
1
6

2
0

1
0

1
5

1
6

2
0

1
0

1
5

�

Ｔ
－

Ｐ
（

m
g
／

）
8

1
0

1
.
5

3
5
.
9

7
.
8

1
.
5

3
�

大
腸

菌
群

数
個

／
c
㎥

無
数

無
数

＜
3
,
0
0
0

＜
3
,
0
0
0

同
左

（
）

平成２２年２月２日　岡山県公報　第１１１４５号



(
5
)

排
水

口
に

関
す

る
事

項

N
o
.
１

～
３

排
水

口
名

称
N
o
.
１

排
水

口
N
o
.
２

排
水

口
（

雨
水

排
水

口
）

変
更

前
変

更
後

変
更

前
変

更
後

新
設

区
分

通
常

最
大

通
常

最
大

通
常

最
大

通
常

最
大

通
常

最
大

水
量

（
㎥

／
日

)
2
0
1
.
7
3

2
4
4
.
6
8

1
9
8
.
2
3

2
4
1
.
6
8

2
,
1
6
8
.
6
8

2
,
6
2
5
.
3
4

2
,
1
7
0
.
6
8

2
,
6
2
6
.
8
4

0
0

ｐ
Ｈ

6
～

8
6
～

8
6
～

8
6
～

8
－

－

Ｂ
Ｏ

Ｄ
（

m
g
／

）
6

1
0

2
3

－
－

�

Ｃ
Ｏ

Ｄ
（

m
g
／

）
6

8
2

3
－

－
�

Ｓ
Ｓ

（
m
g
／

）
6

8
2

3
－

－
�

同
左

同
左

油
分

（
m
g
／

）
N
D

2
N
D

2
－

－
�

Ｔ
－

Ｎ
（

m
g
／

）
2
.
2

3
.
4

0
.
5

0
.
7

－
－

�

Ｔ
－

Ｐ
（

m
g
／

）
0
.
3

0
.
6

0
.
0
3

0
.
0
5

－
－

�

大
腸

菌
群

数
個

／
c
㎥

<
3
,
0
0
0

3
,
0
0
0

<
3
,
0
0
0

3
,
0
0
0

－
－

（
）

２
縦

覧
の

期
間

及
び

場
所

(
1
)

期
間

平
成

2
2
年

２
月

２
日

か
ら

平
成

2
2
年

２
月

2
3
日

ま
で

(
2
)

場
所

岡
山

県
生

活
環

境
部

環
境

管
理

課
及

び
赤

磐
市

役
所

平成２２年２月２日　岡山県公報　第１１１４５号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
十
五
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

１
申

請
の

概
要

申
請

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

並
び

に
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

(
1
)名

称
独

立
行

政
法

人
日

本
原

子
力

研
究

開
発

機
構

4
9

住
所

茨
城

県
那

珂
郡

東
海

村
村

松
４

番
地

氏
名

理
事

長
岡

﨑
俊

雄

工
場

又
は

事
業

場
の

名
称

及
び

所
在

地
(
2
)

ー

名
称

独
立

行
政

法
人

日
本

原
子

力
研

究
開

発
機

構
人

形
峠

環
境

技
術

セ
ン

タ

所
在

地
苫

田
郡

鏡
野

町
上

齋
原

番
地

1
5
5
0

平成２２年２月２日　岡山県公報　第１１１４５号



(
3)

特
定

施
設
に

関
す

る
事

項

区
分

新
設

廃
止

71の
２
イ

（
洗

浄
施

設
６

）
7
1の

２
イ

（
洗

浄
施

設
６

）
科
学
技
術
に

関
す

る
研

究
,

試
験

,
検

査
又

科
学

技
術

に
関

す
る

研
究

,
試

験
,

検
査

又
種

類
は
専

門
教

育
を

行
う
事

業
場

で
環

境
省

令
で

は
専

門
教

育
を

行
う

事
業

場
で

環
境

省
令

で
定
め

る
も

の
に

設
置
さ

れ
る

そ
れ

ら
の

業
務

定
め

る
も

の
に

設
置

さ
れ

る
そ

れ
ら

の
業

務
の
用

に
供

す
る

洗
浄
施

設
の

用
に

供
す
る

洗
浄

施
設

能
力

約
0
.1

1㎥
約

0.
06

㎥

工
事

着
手

予
定

年
月

日
許
可

後
直

ち
に

許
可

後
直

ち
に

工
事

完
成

予
定

年
月

日
工
事

着
手

後
２

日
許

可
後

直
ち
に

使
用

開
始

予
定

年
月

日
完
成

後
直

ち
に

－

使
用

時
間

間
隔

及
び

１
日

当
た
り

の
使

用
時

間
連
続

並
び

に
そ

の
使

用
に

季
節

的
変
動

が
あ

る
場

合
通
常

７
時

間
同

左
は

そ
の

概
要

最
大

2
4時

間

使
用

時
に

お
け

る
区

分
通

常
最

大
通

常
最

大
当

該
特

定
施
設

か
ら

排
出

さ
れ
る

汚
水

量
（

ｍ
／
日

)
0
.6

1.
2

３

水
等

の
汚

染
状

態
の

通
常

の
値
及

び
ｐ

Ｈ
2～

8
2
～

8
最

大
の

値
並
び

に
当

該
汚

水
等
の

通
Ｂ

Ｏ
Ｄ
（

m
g／

）
－

－
�

常
の

量
及

び
最

大
の

量
Ｃ
Ｏ
Ｄ
（

m
g／

）
5
.0

5
0

�

Ｓ
Ｓ
（

m
g／

）
2
.0

1
0

�
同

左
油

分
（

m
g／

）
－

－
�

Ｔ
－
Ｎ
（

m
g／

）
5
.0

1
0

�

Ｔ
－
Ｐ
（

m
g／

）
1
.0

3.
0

�

Ｆ
ｅ
（
m
g／

）
1
.0

1
0

�

Ｆ
（

mg／
）

5
.0

1
0

�

備
考

種
類

は
,

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和

46
年
政
令
第

1
88

号
）

別
表

第
１

の
号

番
号

及
び

名
称

と
す
る

｡

平成２２年２月２日　岡山県公報　第１１１４５号



汚
水

等
の

処
理

施
設

に
関

す
る

事
項

(
4
)

変
更

な
し

。

排
水

口
に

関
す

る
事

項
(
5
)

変
更

な
し

。

２
縦

覧
の

期
間

及
び

場
所

期
間

平
成

年
２

月
２

日
か

ら
平

成
年

２
月

日
ま

で
(
1
)

2
2

2
2

2
3

場
所

岡
山

県
生

活
環

境
部

環
境

管
理

課
及

び
鏡

野
町

役
場

(
2
)

平成２２年２月２日　岡山県公報　第１１１４５号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
十
六
号

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
平

成
二
十
一
年
度
地
方
臨
時
種
畜
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

一

検
査
の
期
日
、
場
所
及
び
時
刻

期

日

場

所

時

刻

二
月
二
十
二
日

久
米
郡
美
咲
町

岡
山
県
総
合
畜
産
セ
ン
タ
ー

午
前
十
一
時

津
山
市

岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

午
後
一
時

二

検
査
上
の
注
意

１

検
査
は
、
精
液
採
取
可
能
な
種
雄
牛
、
種
雄
馬
及
び
人
工
授
精
に
供
す
る
種
雄
豚
に
つ
い
て
実

施
す
る
。

２

検
査
の
際
は
、
種
付
台
帳
、
種
畜
証
明
書
及
び
登
録
証
明
書
を
持
参
す
る
こ
と
。

３

衛
生
検
査
の
う
ち
事
前
に
準
備
を
要
す
る
も
の
の
場
所
及
び
時
刻
に
つ
い
て
は
、
所
轄
の
家
畜

保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
。

三

そ
の
他

検
査
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
、
岡
山
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
食
肉
鶏
卵
班
（
〇
八
六

二
二
六

－

七
四
三
〇
）
又
は
所
轄
の
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
農
畜
産
物
生
産
課
畜
産
班
へ
問
い
合
わ
せ
る

－

こ
と
。

平成２２年２月２日　岡山県公報　第１１１４５号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
十
七
号

養
鶏
振
興
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
ふ
化
業
者
を

次
の
と
お
り
登
録
し
た
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

登
録
番
号

登
録
年
月
日

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ふ
化
場
の
名
称
及
び
そ
の
所
在
地

二
一

一

平
成
二
十
二
年

株
式
会
社
福
田
種
鶏
場

株
式
会
社
福
田
種
鶏
場

－

一
月
十
七
日

岡
山
市
南
区
福
富
西
二
丁
目

岡
山
市
南
区
福
富
西
二
丁
目
二
三

二
三
番
四
八
号

番
四
八
号

二
一

二

平
成
二
十
二
年

有
限
会
社
高
田
種
鶏
改
良
研

有
限
会
社
高
田
種
鶏
改
良
研
究
所

－

一
月
十
七
日

究
所

笠
岡
市
尾
坂
一
九
一
六

笠
岡
市
尾
坂
一
九
一
六

二
一

三

平
成
二
十
二
年

株
式
会
社
日
本
チ
ャ
ン
キ
ー

株
式
会
社
日
本
チ
ャ
ン
キ
ー
孵
化

－

一
月
十
七
日

岡
山
市
北
区
桑
田
町
一
番
三

場

〇
号

和
気
郡
和
気
町
大
中
山
一
二
四
九

株
式
会
社
日
本
チ
ャ
ン
キ
ー
栃
木

原
種
鶏
場

栃
木
県
芳
賀
郡
芳
賀
町
祖
母
井
二

三
二
〇

平成２２年２月２日　岡山県公報　第１１１４５号



◎
岡
山
県
告
示
四
十
八
号

（

）

、

、

森
林
法

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

高
梁
川
下
流

旭
川
及
び
吉
井
川
の
各
森
林
計
画
区
に
係
る
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
当
該
計
画
書
を
岡
山

県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
関
係
市
町
村
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

平成２２年２月２日　岡山県公報　第１１１４５号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
十
九
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
二
十
条
の
規
定

。

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
事
業
を
認
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

一

起
業
者
の
名
称

新
見
市

二

事
業
の
種
類

新
見
駅
前
西
第
二
駐
車
場
整
備
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

岡
山
県
新
見
市
西
方
字
原
ノ
前
地
内

２

使
用
の
部
分

岡
山
県
新
見
市
西
方
字
原
ノ
前
地
内

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

新
見
駅
前
西
第
二
駐
車
場
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う

）
は
、
法
第
三
条
第
三

。

「

、

、

、

、

、

十
二
号
に
掲
げ
る

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
園

緑
地

広
場

運
動
場

墓
地

市
場
そ
の
他
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
」
に
該
当
す
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充

足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

、

、

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
新
見
市
は

新
見
駅
西
に
既
に
駐
車
場
を
設
置
し
管
理
し
て
お
り

本
件
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
も
財
源
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
事
業
を
遂
行

す
る
た
め
の
十
分
な
意
思
と
能
力
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の

要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は
、
本
件
事
業
に
よ
り
、
新
見
駅
周
辺

(１)
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や
近
隣
商
業
地
域
の
慢
性
的
な
駐
車
場
不
足
の
解
消
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
新
見
駅
を
拠
点

と
し
て
周
辺
観
光
地
等
へ
向
か
う
バ
ス
利
用
客
の
発
着
拠
点
が
整
備
さ
れ
、
地
域
住
民
や
観
光

客
の
利
便
性
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、
市
内
外
か
ら
の
旅
客
や
観
光
客
の
増
加
に
よ
る
観
光
の

振
興
や
地
域
産
業
の
活
性
化
に
相
当
の
寄
与
が
見
込
ま
れ
る
。

ま
た
、
本
件
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
①
一
連
の
用
地
取
得
が
容
易
で
あ
る
こ
と
、
②
進
入

路
の
整
備
が
容
易
で
あ
る
こ
と
、
③
建
設
費
が
安
価
で
あ
る
こ
と
、
④
広
く
住
民
が
利
用
す
る

た
め
に
便
利
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
複
数
の
候
補
地
案
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
結
果
、

最
適
と
な
る
案
を
採
用
し
て
い
る
。

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は

本
件
事
業
が
環
境
影
響
評
価
法

平

、

（

(２)
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
等
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
の
対
象
事
業
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
軽
微
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

で
述
べ
た
得
ら
れ
る
利
益
と

で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
本

(３)

(１)

(２)

件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
を
計
画
し
て
い
る
地
域
に
は
駐
車
場
が
不
足
し
て
お
り
、
地
域
住
民
か
ら
そ
の
整
備

に
対
す
る
要
望
が
強
く
、
早
急
に
施
行
さ
れ
る
べ
き
事
業
と
認
め
ら
れ
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益

上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断

さ
れ
る
。

５

結
論

１
か
ら
４
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と

判
断
さ
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で

あ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

新
見
市
総
務
企
画
部
総
務
課
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

津
山
柵
原
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

久
米
郡
美
咲
町
小
瀬
字
小
浜
三
六
七
番
一
一
地

新

六
四
六
・
二

先
か
ら

一
〇
・
四
～

久
米
郡
美
咲
町
久
木
字
廻
り
角
四
四
番
二
地
先

三
七
・
二

ま
で

久
米
郡
美
咲
町
小
瀬
字
小
浜
三
六
七
番
一
一
地

旧

六
四
六
・
二

先
か
ら

一
〇
・
四
～

久
米
郡
美
咲
町
久
木
字
廻
り
角
四
四
番
二
地
先

三
七
・
二

ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

総
社
足
守
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）
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新

一
一
〇
・
〇

総
社
市
刑
部
字
切
堤
三
八
二
番
三
地
先
か
ら

一
一
・
〇
～

総
社
市
刑
部
字
切
堤
三
九
七
番
一
地
先
ま
で

一
一
・
五

旧

一
一
〇
・
〇

総
社
市
刑
部
字
切
堤
三
八
二
番
三
地
先
か
ら

一
一
・
〇
～

総
社
市
刑
部
字
切
堤
三
九
七
番
一
地
先
ま
で

一
二
・
〇
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県

道

津
山
柵
原
線

久
米
郡
美
咲
町
小
瀬
字
小
浜
三
六
七
番
一
一
地
先
か

平
成
二
十
二

ら
久
米
郡
美
咲
町
久
木
字
廻
り
角
四
四
番
二
地
先
ま

年
二
月
二
日

で
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
二
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
地
区
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
岡
山
県
土
木
部
砂
防
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

一

下
牧
地
区

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
十
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

号
と
十
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

岡
山
県
岡
山
市
北
区
下
牧
字
高
下
の
か
ち
八
八
九
番

一
号
及
び
十
号

〃

〃

〃

〃

〃

九
一
九
番

二
号

〃

〃

〃

〃

字
伊
ノ
木
坂
九
一
六
番

三
号

〃

〃

〃

〃

〃

九
二
七
番

四
号

〃

〃

〃

〃

字
カ
ゲ
ビ
ラ
九
三
一
番

五
号

〃

〃

〃

〃

字
再
開
地
九
三
〇
番

六
号

〃

〃

〃

〃

〃

九
三
三
番
地
先
道
路
敷

七
号

〃

〃

〃

〃

〃

九
三
四
番
地
先
道
路
敷

八
号

〃

〃

〃

〃

〃

九
二
四
番

九
号

二

田
原
地
区

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
六
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

号
と
六
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

岡
山
県
美
作
市
田
原
字
東
畑
四
五
七
番
二

一
号

〃

〃

〃

〃

七
七
七
番

二
号

〃

〃

〃

字
ソ
ワ
七
八
七
番

三
号

〃

〃

〃

字
一
ノ
オ
ク
口
屋
敷
七
七
四
番

四
号

〃

〃

〃

字
一
ノ
ヲ
ク
九
四
二
番
二

五
号

〃

〃

〃

字
東
畑
四
五
二
番
一

六
号
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
真
庭
市
の
区
域
内
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を

次
の
と
お
り
指
定
し
、
平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

箇

所

番

号

指
定
の
区
域

な
る
自
然
現
象
の
種
類

二
一
四
Ｋ
赤
野
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
落
合
垂
水
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
落
合
垂
水
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
落
合
垂
水
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
落
合
垂
水
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
落
合
垂
水
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
下
河
内
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
法
界
寺
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
法
界
寺
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
法
界
寺
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
荒
田
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
荒
田
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
荒
田
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
荒
田
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
後
谷
畝
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
江
川
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
勝
山
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
勝
山
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
勝
山
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
勝
山
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
神
庭
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り
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二
一
四
Ｋ
神
庭
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
組
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
神
代
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
神
代
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
柴
原
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
柴
原
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
本
郷
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
本
郷
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
本
郷
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
本
郷
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
本
郷
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
本
郷
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
正
吉
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
山
久
世
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
山
久
世
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
山
久
世
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
樫
西
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
樫
西
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
樫
西
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
樫
西
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
樫
西
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
樫
西
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
樫
西
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
樫
西
〇
〇
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
樫
西
〇
〇
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
余
野
下
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
余
野
下
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
黒
田
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
田
口
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
延
風
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り
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二
一
四
Ｋ
美
甘
〇
〇
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
美
甘
〇
〇
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
美
甘
〇
一
〇

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
美
甘
〇
一
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
美
甘
〇
一
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
美
甘
〇
一
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
美
甘
〇
一
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
美
甘
〇
一
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
美
甘
〇
一
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
赤
野
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
赤
野
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
赤
野
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
一
色
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
一
色
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
一
色
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
一
色
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
一
色
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
一
色
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
一
色
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
落
合
垂
水
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
落
合
垂
水
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
落
合
垂
水
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
落
合
垂
水
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
鹿
田
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
木
山
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
木
山
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
木
山
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
栗
原
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
栗
原
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
古
見
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り
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二
一
四
Ｄ
古
見
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
古
見
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
古
見
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
下
河
内
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
下
河
内
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
下
河
内
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
下
河
内
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
下
河
内
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
下
河
内
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
杉
山
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
田
原
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
田
原
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
田
原
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
旦
土
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
西
河
内
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
西
河
内
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
野
原
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
野
原
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
別
所
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
別
所
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
法
界
寺
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
法
界
寺
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
法
界
寺
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
向
津
矢
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
向
津
矢
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
向
津
矢
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
向
津
矢
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
吉
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
江
川
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
岡
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り
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二
一
四
Ｄ
勝
山
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
勝
山
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
勝
山
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
勝
山
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
勝
山
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
勝
山
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
勝
山
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
神
庭
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
組
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
組
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
柴
原
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
柴
原
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
柴
原
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
福
谷
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
正
吉
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
正
吉
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
山
久
世
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
山
久
世
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
山
久
世
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
山
久
世
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
樫
西
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
樫
西
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
樫
西
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
樫
西
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
樫
西
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
樫
西
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
樫
西
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
樫
西
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
樫
西
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
樫
西
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

平成２２年２月２日　岡山県公報　第１１１４５号



二
一
四
Ｄ
樫
西
〇
一
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
樫
西
〇
一
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
樫
東
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
余
野
下
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
余
野
下
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
余
野
下
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
黒
田
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
田
口
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
田
口
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
美
甘
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
美
甘
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
美
甘
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
美
甘
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
美
甘
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
美
甘
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
砂
防
課
及
び
岡
山
県
美

、

作

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

県
民
局
真
庭
地
域
事
務
所

平成２２年２月２日　岡山県公報　第１１１４５号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
井
原
市
の
区
域
内
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を

次
の
と
お
り
指
定
し
、
平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

箇

所

番

号

指
定
の
区
域

な
る
自
然
現
象
の
種
類

二
〇
七
Ｋ
高
屋
町
〇
一
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
高
屋
町
〇
一
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
高
屋
町
〇
二
〇

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
高
屋
町
〇
二
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
高
屋
町
〇
二
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
高
屋
町
〇
二
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
高
屋
町
〇
二
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
高
屋
町
〇
二
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
高
屋
町
〇
二
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
高
屋
町
〇
二
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
高
屋
町
〇
二
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
高
屋
町
〇
二
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
高
屋
町
〇
三
〇

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
高
屋
町
〇
三
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
美
星
町
宇
戸
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
美
星
町
烏
頭
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
美
星
町
烏
頭
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
美
星
町
烏
頭
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
美
星
町
烏
頭
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
美
星
町
宇
戸
谷
〇
〇
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
美
星
町
宇
戸
谷
〇
一
〇

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り
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二
〇
七
Ｋ
美
星
町
上
高
末
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
美
星
町
上
高
末
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
美
星
町
明
治
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
美
星
町
明
治
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
美
星
町
明
治
〇
〇
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
美
星
町
明
治
〇
〇
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
上
鴫
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
上
鴫
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
上
鴫
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
上
鴫
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
上
鴫
〇
〇
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
上
鴫
〇
〇
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
上
鴫
〇
一
〇

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
上
鴫
〇
一
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
山
村
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
山
村
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
山
村
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
山
村
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
山
村
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
山
村
〇
〇
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
山
村
〇
〇
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
山
村
〇
一
〇

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
山
村
〇
一
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
山
村
〇
一
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
山
村
〇
一
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
山
村
〇
一
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
山
村
〇
一
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
山
村
〇
一
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
山
村
〇
一
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
山
村
〇
一
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り
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二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
川
相
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
川
相
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
川
相
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
川
相
〇
〇
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
川
相
〇
〇
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
川
相
〇
一
〇

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
川
相
〇
一
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
川
相
〇
一
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
川
相
〇
一
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｋ
芳
井
町
川
相
〇
一
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｄ
高
屋
町
〇
一
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｄ
高
屋
町
〇
一
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｄ
高
屋
町
〇
一
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｄ
美
星
町
宇
戸
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｄ
芳
井
町
井
山
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｄ
芳
井
町
井
山
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｄ
芳
井
町
山
村
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｄ
芳
井
町
山
村
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｄ
芳
井
町
川
相
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｄ
芳
井
町
川
相
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
七
Ｄ
芳
井
町
川
相
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
砂
防
課
及
び
岡
山
県
備

、

中

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

県
民
局
井
笠
地
域
事
務
所
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
勝
田
郡
勝
央
町
の
区
域
内
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
戒

区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

箇

所

番

号

指
定
の
区
域

な
る
自
然
現
象
の
種
類

六
二
二
Ｋ
植
月
中
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

六
二
二
Ｋ
植
月
中
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

六
二
二
Ｋ
植
月
中
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

六
二
二
Ｋ
植
月
中
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

六
二
二
Ｋ
植
月
東
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

六
二
二
Ｋ
小
矢
田
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

六
二
二
Ｋ
上
香
山
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

六
二
二
Ｋ
上
香
山
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

六
二
二
Ｋ
曽
井
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

六
二
二
Ｋ
曽
井
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

六
二
二
Ｋ
曽
井
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

六
二
二
Ｋ
為
本
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

六
二
二
Ｋ
豊
久
田
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

六
二
二
Ｋ
豊
久
田
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

六
二
二
Ｄ
植
月
中
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

六
二
二
Ｄ
植
月
中
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

六
二
二
Ｄ
岡
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

六
二
二
Ｄ
岡
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

六
二
二
Ｄ
曽
井
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

六
二
二
Ｄ
曽
井
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

六
二
二
Ｄ
為
本
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り
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各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
砂
防
課
及
び
岡
山
県
美

、

作

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

県
民
局
勝
英
地
域
事
務
所
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〔
三
八
〕
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

調
査
を
行
っ

調
査
を
行
っ

調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

認

証

年

月

日

た
者
の
名
称

た

地

域

新

見

市

平
成
十
九
年
六
月

新
見
市

大
佐
永
富
の

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十

～

地
籍
図
及
び

一
部

五
日

平
成
二
十
一
年
七
月

地
籍
簿

平成２２年２月２日　岡山県公報　第１１１４５号



〔
三
九
〕
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
二

条
第
七
項
及
び
第
十
二
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
の
あ
っ
た
多
量
排
出
事
業
者
の
産
業
廃
棄

物
処
理
計
画
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
並
び
に
同
法
第
十
二
条
第
八
項
及
び
第
十
二
条
の

二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
の
あ
っ
た
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
実
施
状
況
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
処
理
計
画
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

一

公
表
す
る
書
類

１

平
成
二
十
一
年
度
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
及
び
平
成
二
十
一
年
度
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理

計
画

２

平
成
二
十
年
度
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
実
施
状
況
及
び
平
成
二
十
年
度
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

処
理
計
画
実
施
状
況

二

公
表
の
期
間

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
二
月
一
日
ま
で

三

公
表
の
場
所

岡
山
県
生
活
環
境
部
循
環
型
社
会
推
進
課
及
び
各
県
民
局
地
域
政
策
部
環
境
課
（
当
該
県
民
局
管

内
関
係
分
に
限
る

）
。

平成２２年２月２日　岡山県公報　第１１１４５号



〔
四
〇
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

市
町
村
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
り
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出

平
成
二
十
一
年
岡
山
県
公
告
第
三
百
八
十
一
号
で
公
告
さ
れ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更

二

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ダ
イ
キ
総
社
東
店
・
宮
脇
書
店
総
社
店

所
在
地

総
社
市
井
手
字
出
張
一
一
一
三

一
ほ
か

－

三

意
見
の
概
要

１

市
町
村
か
ら
聴
取
し
た
意
見

蛇
口
の
栓
数
及
び
屋
内
配
管
の
変
更
等
が
あ
る
場
合
、
総
社
市
上
水
道
課
に
改
造
申
請
書
を
提

出
す
る
こ
と

２

市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
す
る
者
等
か
ら
述
べ
ら
れ
た
意
見

な
し

四

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
二
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
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〔

〕

（

）

、

四
一

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

一

事
業
及
び
地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業

た
め
池
等
整
備
（
一
般
型
）

坂
上
池
地
区
）

（

二

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

た
め
池
等
整
備
（
一
般
型
）

坂
上
池
地
区
）
計
画
書

（

三

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で

四

縦
覧
の
場
所

赤
磐
市
役
所

平成２２年２月２日　岡山県公報　第１１１４５号



〔

〕

（

）

、

四
二

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

一

事
業
及
び
地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業

た
め
池
等
整
備
（
一
般
型
）

青
木
池
地
区
）

（

二

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

た
め
池
等
整
備
（
一
般
型
）

青
木
池
地
区
）
計
画
書

（

三

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で

四

縦
覧
の
場
所

岡
山
市
役
所
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〔

〕

（

）

、

四
三

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

一

事
業
及
び
地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業

た
め
池
等
整
備
（
一
般
型
）

南
池
地
区
）

（

二

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

た
め
池
等
整
備
（
一
般
型
）

南
池
地
区
）
計
画
書

（

三

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で

四

縦
覧
の
場
所

赤
磐
市
役
所
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〔

〕

（

）

、

四
四

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

一

事
業
及
び
地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業

経
営
体
育
成
基
盤
整
備

奥
吉
原
地
区
）

（

二

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

経
営
体
育
成
基
盤
整
備

奥
吉
原
地
区
）
計
画
書

（

三

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で

四

縦
覧
の
場
所

赤
磐
市
役
所
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〔
四
五
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
換
地
計
画
に
つ
い
て
、
そ

の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
美
作
県
民
局
長
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

一

申
請
者

美
作
市
長

二

地
区
名

猪
ノ
谷
地
区

三

縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書

四

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で

五

縦
覧
の
場
所

美
作
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部

平成２２年２月２日　岡山県公報　第１１１４５号



〔
四
六
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土

交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

測

量

区

域

測

量

の

目

的

終

了

年

月

日

岡
山
市
、
久
米
郡
美

基
本
測
量
（
ジ
オ
イ
ド
測
量
）

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

咲
町

平成２２年２月２日　岡山県公報　第１１１４５号



〔
四
七
〕
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

一

土
地
区
画
整
理
組
合
の
名
称

鴨
方
町
鴨
方
駅
南
土
地
区
画
整
理
組
合

二

事
務
所
の
所
在
地

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中
三
二
九
〇
番
地

三

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
十
八
年
五
月
二
十
六
日

四

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
五
日
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〔
四
八
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年

）

、

、

。

政
令
第
三
百
七
十
二
号

に
基
づ
き

特
定
調
達
契
約
に
つ
き

次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し
た

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

石

井

正

弘

一

借
入
件
名
及
び
数
量

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
端
末

七
九
二
台
等

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
プ
リ
ン
タ

二
○
五
台

二

借
入
期
間

平
成
二
十
二
年
三
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課

岡
山
県
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
日

五

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
中
国
支
店

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
二
番
一
二
号

六

落
札
金
額

一
月
当
た
り
一
、
四
二
九
、
〇
五
○
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
六
八
、
○
五
○

円
）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）

八

入
札
公
告
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日
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四

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
岡
山
県
監
査
公
表
第
二
号

平
成
二
十
年
度
分
の
監
査
の
結

〔
〕

（

。

果
の
公
表

に
誤
り
が
あ
っ
た

）頁
・
行

誤

正

母
子

・
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
金

，
土

母
子

・
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
金

五
・
終
わ
り

木
使

用
料

等
，

港
湾

整
備

事
業

か
ら
六
ま
で

農
業

改
良

資
金

貸
付

金
農

業
改

良
資

金
貸

付
金

，
土

木
使

用

五
・
終
わ
り

料
等

，
港

湾
整

備
事

業

か
ら
五
か
ら

四
ま
で

3
1
,
2
5
9
,
8
1
1
円

4
0
,
0
6
3
,
7
0
5
円

六
・
終
わ
り

か
ら
三
ま
で

△
2
,
7
6
4
,
6
5
4
円

6
,
0
3
9
,
2
4
0
円

六
・
終
わ
り

か
ら
二
ま
で

9
,
3
9
0
,
2
8
5
円

1
1
,
8
7
2
,
7
0
0
円

七
・
二

△
1
,
7
6
3
,
9
4
0
円

7
1
8
,
4
7
5
円

〃
・
三

ア
実

地
監

査
（

）

二
三
・
一
か

削
除

監
査

委
員

が
，

監
査

対
象

機
関

ら
八
ま
で

に
出

向
き

，
職

員
に

よ
る

事
前

の

関
係

諸
帳

簿
及

び
証

拠
書

類
と

の

照
合

並
び

に
係

者
か

ら
の

説
関

明
の

聴
取

に
よ

り
実

施
し

た
調

査

結
果

を
踏

ま
え

，
提

さ
れ

た
出
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監
査

資
料

等
に

基
づ

き
関

係
者

か

ら
説

明
を

聴
す

る
方

法
に

よ
っ

た
。

イ
書

面
監

査

監
査

委
員

が
，

職
員

に
よ

る
事

前
の

関
係

諸
帳

簿
及

び
証

拠
書

類

と
の

照
合

並
び

に
係

者
か

ら
関

の
説

明
の

聴
取

に
よ

り
実

施
し

た

調
査

結
果

を
踏

ま
え

，
出

さ
提

れ
た

監
査

資
料

等
書

面
に

よ
り

調

査
す

る
方

法
に

よ
っ

た
。

平成２２年２月２日　岡山県公報　第１１１４５号


